
補助対象経費等の範囲   

  

費 目  

  

経 費 等 の 内 容 等  

  

 

支援金 

（（ア）の取組） 

 

 

補助対象となる大豆の数量に対象期間ごとに総括審議官が別に定める支援金の

額を乗じた額を支援します。 

保管料 

（（イ）の取組） 

切り替えのタイミングで新たに調達した大豆について、自社サイロでの保管が困

難（保管能力不足等）な状況であり、自社以外のサイロへの一時的な保管が必要に

なった時の大豆の保管費用とします。 

金利 

（（イ）の取組） 

自社以外のサイロへの一時的な大豆の保管をする時に銀行等から資金を借り入れた場

合に発生する金利とします。 

輸送料 

（（イ）の取組） 

自社以外のサイロへの一時的な大豆の保管をする時に必要になる大豆の国内輸送にか

かる経費とします。 

その他諸掛 

（（イ）の取組） 

自社以外のサイロへの一時的な大豆の保管をする時に必要になる保管料、金利、輸送

料以外の経費（入出庫料、待機料、割増料、燻蒸費等）とします。 

人件費 

（（ウ）の取組） 

事業に直接従事する植物油製造事業者の正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接

作業時間に対する給料その他手当とします。   

人件費の算定に当たっては、別添の「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適

正化について」に従っていただきます。また、申請時に積算根拠となる資料を添付し

て下さい。   
なお、人件費は、謝金の支払対象者に対して支払うことはできません。   

謝金 

（（ウ）の取組） 

事業を実施するため必要な専門的知識・知見の提供、資料・情報の収集や提供等を行

った外部専門家等に対する謝礼に必要な経費とします。   

内規がある場合は内規に基づいた支払いを行って下さい。内規がない場合は業務の内

容に応じた常識の範囲を超えない妥当なことが説明できる資料を準備し、根拠に基づ

き単価を設定するものとします。   
事業実施計画書等を提出する際、設定された単価が妥当であるか否かを審査するた

め、謝金単価の設定根拠となる資料の添付が必要となります（この設定する謝金単価

によって、事業費を算出することとなります。）。謝金は源泉徴収（事業者において預

かり金処理又は税務署に納付等）を行い、当該処理を示す資料を整理してください。  

なお、事業実施主体に対しては謝金を支払うことはできません。 

賃金 

（（ウ）の取組） 

事業を実施するため新たに発生する業務（資料整理・収集、調査の補助等）を目的と

して、植物油製造事業者が新たに雇用した者等に対して支払う実働に応じた対価（日

給又は時間給）とします。  

単価については、植物油製造事業者の賃金支給規則や国･県･市町村の規程による等、

業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定してください。   
事業実施計画書等を提出する際、設定された単価が妥当であるか否かを審査するた

め、賃金単価の設定根拠となる資料の添付が必要となります（この設定する賃金単価

によって、事業費を算出することとなります。）。   
なお、植物油製造事業者等の賃金支給規則による場合であっても、別添２において申

請できない経費とされている、本業務を実施するために雇用した者に支払う経費のう



ち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費の以外の経費については

除外して申請する必要があります。   
なお、植物油製造事業者に対しては賃金を支払うことはできません。   

契約書等により業務の内容を明らかにし、出勤簿、タイムカード等を整備して下さ

い。また、源泉徴収（補助事業者において預かり金処理又は税務署に納付等）の状況

を明らかにした書類を整備してください。 

旅費 

（（ウ）の取組） 

植物油製造事業者が行う事業可能性調査及び実証の取組等に必要な旅費で交通費、日

当、宿泊費、雑費とします。また、事業実施に必要な専門知識を有する者等の招へい

に係る国内外の移動に要する経費、滞在費等を含みます。   

単価については、事業実施主体の旅費支払規則や国・都道府県・市町村の規定による

など、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定してくださ

い。交通費及び宿泊費は格安航空券や新幹線と宿泊のパックを活用する等、経費の削

減に努め、市場価値や複数の旅行会社等を比較検討した上で、最も安価なチケットの

購入に努めてください。   
申請時に設定された単価が妥当であるか否かを審査するため、旅費単価等の設定根拠

となる資料を提出していただきます。   
出張に当たっての支度金、往復路におけるこの事業と関係のない国・地域への立ち寄

り、滞在（合理的な旅程によるトランジットを除く。）に要する費用は補助対象から除

きます。   

なお、飛行機の利用については、精算時に確認の旅程表、請求書（出張費一括の金額

ではなく、経費の内訳の分かるもの）、領収書、搭乗証明書又は搭乗券を提出していた

だきます。    

需用費 

（（ウ）の取組） 

事業を実施するために必要な消耗費、用具等の購入経費、翻訳費、通訳費、広告宣伝

費、印刷費、資料作成費、輸送費・通関費、文献・資料等購入費の雑費とします。イ

ンターネット使用経費、相手が不明な通話経費は補助対象から除きます。  

なお、購入した文献・資料等については、購入した文献名等の一覧表を作成し、株式

会社 JTB に提出してください。   

役務費 

（（ウ）の取組） 

事業を実施するために直接必要かつ、それだけでは本事業の成果と成り立たない分

析、試験、加工等を行う経費とします。   

賃借料及び使用量 

（（ウ）の取組） 

事業を実施するために必要な場所、会場、設備及び機器等の賃借料とします（植物油

製造事業者が所有するものを使用する場合を除きます。）。 

委託費 

（（ウ）の取組） 

事業を実施する上で特殊な知識等を必要とする場合、やむを得ずその事業を遂行する

能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費とします。  

通信運搬費 

（（ウ）の取組） 
事業を実施するために必要な通信費及び運搬費とします。 

試作品の原材料費 

（（ウ）の取組） 
試作品製造のために必要な原材料の購入にかかる経費とします。 

分析・検査経費 

（（ウ）の取組） 
事業を実施するために必要な分析費及び検査費とします。 



機械導入費 

（（ウ）の取組） 
事業を実施するために必要な機械の導入にかかる経費とします。 

製造ラインの変更・

増設費 

（（ウ）の取組） 

事業を実施するために製造ラインの変更及び増設にかかる経費とします。 

食品表示変更に伴う

包材資材の更新費

（デザイン作成、初

期費用、廃棄包装資

材相当数分の新包装

資材分に限る） 

（（ウ）の取組） 

既存商品を踏襲した新商品の開発に伴うデザインの作成、初期費用（版代等）、本

事業の実施により発生する包装資材の廃棄相当分（量）の包装資材原料費としま

す。 

（包装資材原料費については、新商品発売に伴う踏襲した既存商品の終売により

廃棄が発生する場合に限ります。） 

 



                                                                     別添 

補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について 

 

 

  補助事業等に要する人件費の算定方法や適正な執行等について、別に規定してい

る補助事業等を除き、以下の方法によることとする。 

 

１．補助事業等に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費が補助対象として認められている補助事業等における、補助事業等に

要する人件費とは、補助事業等に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）

の直接作業時間に対する給料、諸手当、賞与及び法定福利費をいい、その算定

に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要が

ある。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、２に示す実績単価による算定方法により、事業従事者

ごとに算出する。また、時間単価は交付決定時に算出するものとし、原則とし

て補助金等の額の確定時に変更することはできない。 

      ただし、以下に掲げる場合は、補助金等の額の確定時に時間単価を変更しな

ければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇

用された場合等） 

    ・交付先における出向者の人件費の負担割合が変更された場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下「管理者等」という。）

が当該補助事業等に従事した時間外労働の実績があった場合 

   また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、交付先にお

いて賃金改定をした場合であって、実施中の補助事業等に適用される時間単価

が適当でないと認められるときは、別途交付先と協議の上、時間単価を変更す

ることができる。その場合、交付先との協議は、事業完了予定年月日まで３か

月以上ある場合に限り開始できるものとし、協議が調ったときは、当該賃金改

定が適用された日（月を単位として適用された場合はその月）以降の人件費に

ついて、変更後の時間単価を適用するものとする。 

 

 



 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 

直接作業時間数については、当該補助事業等に従事した実績時間のみを

計上する。 

      ②  管理者等 

     管理者等については、原則として、直接作業時間数の算定に当該補助事

業等に従事した時間外労働時間（残業、休日出勤等）を含めることはでき

ない。ただし、当該補助事業等のためやむを得ず時間外も業務を要するこ

ととなった場合は、直接作業時間数に当該補助事業等に従事した時間外労

働時間（残業、休日出勤等）を含めることができる。 

 

（２）事業従事者が一の補助事業等だけに従事することが雇用契約書等により明ら

かな場合は、当該事業従事者の人件費については、（１）によらず次のいずれ

かの計算式により算定することができる。 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない従事期間は、日

割り計算による。） 

 

２．実績単価による算定方法 

 

 補助事業等に要する人件費の時間単価は、以下の計算方法により算定する（円未

満は切り捨て）。 

 

＜時間単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額交付先で負担している者に限る。）及び嘱託職員

の人件費時間単価の算定方法 

  原則として下記により算定する。 

  

  人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、前年又は前年度若しくは直近

１年間の支給実績を用いるものとする。ただし、中途採用、雇用形態の変更等に

より前年又は前年度若しくは直近１年間の支給実績による算定が困難又は不適

当な場合は、別途交付先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、給料（基本給等）、諸手当（管理職手当、都市手当、住宅手

当、家族手当、通勤手当、期末手当等）及び賞与のうち、補助対象経費とされて



いるものの年間合計額とし、時間外手当及び福利厚生面で補助として支給されて

いるもの（食事手当等）は除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の

休業補償等の年間事業者負担分のうち、補助対象経費のみを対象とする（以下同

じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間の営業カレンダー等から年間

所定営業日数を算出し、就業規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、こ

れらを乗じて得た時間とする（以下同じ。）。 

 

○出向者（給与等の一部を交付先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を交付先で負担している者）の時間単価は、原則として下

記により算定する。 

 

 人件費時間単価＝交付先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利

費）÷年間理論総労働時間 

 

   

 ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者

に対する給与等が交付先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認する

とともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、交付先が負担した

額しか計上できないことに注意する。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 管理者等の時間単価は、原則として（１）により算定する。ただし、やむを得ず

時間外に当該補助事業等に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を補助

金等の額の確定時に適用する。 

（１）原則 

 人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

 人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労

働時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該補助事業等及び自主事業等にお

ける時間外の従事時間数の合計 

 

 

３．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 事業実施期間中の作業時間が記録された業務日誌を整備し、その作成に当たって



は、当該補助事業等以外の業務との重複がないことについて確認できるようにする。 

 

 

 

 

【業務日誌の記載例】 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備する（当該補助事

業等の従事時間と他の補助事業等及び自主事業等の従事時間との重複記載は認め

られないことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業従事者本人が原則として毎日記載する（数日分まとめ

ての記載や、他の者による記載等、事実と異なる記載がなされないよう適切に管

理する。）。 

③ 当該補助事業等に従事した実績時間を記載する。なお、所定時間外労働（残業、

休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・補助事業等の実施に当たり、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・補助事業等の実施に当たり、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が

必要である場合で、交付先において休日手当を支給している場合（ただし、支給

していない場合でも交付先において代休など振替措置を手当している場合は同様

とする。） 

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外する。 

⑤ 当該補助事業等における具体的な従事内容が分かるように記載する。なお、補

助対象として認められる用務による出張等における移動時間についても当該補助

事業等のために従事した時間として計上できるが、出張行程に自主事業等他の事

業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。 

⑥ 当該補助事業等以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該補助事業



等の従事状況を確認できるように区分して記載する。 

⑦ 勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）等帳票

類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 



 

  附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する補助事業実施要領等に基づ

く補助事業等から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている補助事業実施要領等に基づき実施

されている平成２２年度の補助事業等における人件費の算定等について、当該補

助事業等に係る補助金等の交付元又は交付先において本通知の趣旨を踏まえた対

応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うも

のとする。 

３ 前項の補助事業実施要領等に基づく補助事業等を平成２３年度以降も実施する

場合には、本通知を適用する。 

 

   附 則（令和２年４月 23 日付け２予第 206 号） 

（施行期日） 

１ この通知は、令和２年４月 23 日から施行する。 

（経過措置） 

１ この通知の施行前に、この通知による改正前の補助事業等の実施に要する人件

費の算定等の適正化について（平成 22 年９月 27 日付け 22 経第 960 号大臣官房経

理課長通知。以下「人件費通知」という。）に基づき、この通知による改正後の

人件費通知と異なる取扱いをしている補助事業等における人件費の算定について

は、この通知による改正後の人件費通知の規定を適用しないことができる。 

 

   附 則（令和３年３月 26 日付け２予第 2658 号） 

（施行期日） 

１ この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和８年１月 19 日付け７予第 1936 号） 

（施行期日） 

１ この通知は、令和８年１月 19 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行前に、この通知による改正前の補助事業等の実施に要する人件

費の算定等の適正化について（平成 22 年９月 27 日付け 22 経第 960 号大臣官房

経理課長通知。以下「人件費通知」という。）に基づき、この通知による改正後

の人件費通知と異なる取扱いをしている補助事業等における人件費の算定につ

いては、この通知による改正前の人件費通知の規定を適用することができる。 


